
一

（
総
務
委
員
会
）

特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
不
特
定
の
者
に
よ
っ
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に

よ
っ
て
、
自
己
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
者
が
増
加
す
る
中
で
、
発
信
者
情
報
の
開
示
請
求
に
つ
い
て
そ
の
事
案
の
実
情

に
即
し
た
迅
速
か
つ
適
正
な
解
決
を
図
る
た
め
、
発
信
者
情
報
の
開
示
請
求
に
係
る
新
た
な
裁
判
手
続
を
創
設
す
る
と
と
も

に
、
開
示
関
係
役
務
提
供
者
の
範
囲
を
見
直
す
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

一
、
裁
判
所
が
、
特
定
電
気
通
信
に
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
自
己
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
者
の
申
立
て
に
よ
り
、

決
定
で
、
開
示
関
係
役
務
提
供
者
に
対
し
、
開
示
請
求
に
基
づ
く
発
信
者
情
報
の
開
示
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
発
信
者
情

報
開
示
命
令
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
発
信
者
情
報
開
示
命
令
の
申
立
て
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
管
轄
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
申
立
て
に
つ
い
て
の

決
定
に
対
す
る
異
議
の
訴
え
を
提
起
で
き
る
こ
と
と
す
る
。



二

三
、
開
示
命
令
事
件
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
に
発
信
者
の
特
定
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
裁
判
所
が
、
開
示

命
令
の
申
立
て
を
し
た
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
決
定
で
、
開
示
関
係
役
務
提
供
者
に
対
し
、
そ
の
保
有
す
る
発
信
者
情
報
を

他
の
開
示
関
係
役
務
提
供
者
に
提
供
す
る
こ
と
等
を
命
ず
る
と
と
も
に
、
発
信
者
情
報
の
消
去
禁
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
す
る
。

四
、
開
示
関
係
役
務
提
供
者
と
し
て
、
侵
害
情
報
の
発
信
者
が
当
該
情
報
の
送
信
に
関
連
し
て
行
っ
た
他
の
通
信
を
媒
介
し
た

関
連
電
気
通
信
役
務
提
供
者
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
所
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、
関
連
電
気
通
信
役
務
提
供
者
に
対

し
、
当
該
通
信
に
係
る
発
信
者
情
報
の
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


